
幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園における
私学助成（幼稚園等特別支援教育経費）の対象について

【令和３年度以降】

認定こども園 １号 ２号 ３号

幼保連携型
学校法人立※１、２

旧接続型 ○ ○ ×

旧並列型 ○ × ×

上記以外※３ ○ × ×

上記以外 × × ×

幼稚園型

幼稚園部分が
学校法人立※１

単独型 ○ ○

接続型 ○ ○ ×

並列型 ○ × → ○ ×

上記以外 × × ×

別 添

※１ 学校法人化のための努力をする園（志向園）を含む

※２ 学校法人立幼稚園から構成されていた認定こども園が、新制度施行時又は施行後に社会福祉法人へ統合したもの及び学校法人立の
幼稚園が新制度施行時又は施行後に保育所と統合して社会福祉法人立となったものは対象外

※３ 新制度施行時又は施行後に学校法人立の幼保連携型認定こども園として新たに設置された園（幼稚園や幼稚園型認定子ども園を基に
新たな幼保連携型認定こども園として設置された園を含む）

令和３年度以降より私学助成（幼稚園等特別支援教育経費）の補助対象とする


